
第 1号様式の 1 (申請書）

令和2年度就学援助申請書
別紙の記入例を参照し、太枠の中をご記入く ださい。 （申請番号

横浜市教育委員会教育長 学校名

私は、次の理由により就学援助を申鯖します。なお、援助費の請求 ・受領 ・戻入 ・
充当 ・復委任に関することは校長に委任します。

また、教育委員会による私の所得等の確認について同意します。（※）
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※所得等の確認は、ご本人の同意に基づいて行います。申請者の方が確認に同意されない場合は、中訪文にある 「まt,-'敦育 ・・・ 同符1,ます」の部分を―．巫
線で削除してください。

世帯状況 ： 「 1 児童•生徒」 「2申請者（保護者）」以外の世帯員全員（記入日現在）を記入してく ださい。

（祖父母、同居人等の同一住所の方についても忘れずに記入してください。）

I フリガナ 所得等の確認について
…,'"……9世薔員尋 ........... 1続柄 (18歳以上の方のみ） I生年月日
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I…...... ……………………………………••……• 同意する場合は本人の印または署名 1 大正 ・ 昭和 • 平成・令和
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7 i・・・・・・・・・・.. ・・・............................................... I 

同意する場合は本人の印または署名 大正・昭和平成令和

⑪ （妙

I同意する場合は本人の印または署； 大正・昭和平成・令和 1

＠（妙 ）

同意する場合は本人の印または署名 大花・昭和•平成 ・令和

⑱ （妙 ） • . I 
同意する場合は本人の日］または署名 大止 ・ 昭和•平成 ・令和

@) (0 ) 

身体 年金に
の状況 1 ついて

戸受給有｛孟悶
迫族

受給無

受給有｛嘉ご
追族

受給無

受給有｛累悶
迫族

受給無

三受給無
受給有｛贔悶

追族

受給無

受給有｛喜誓辿族］

8……………........... ……………………………' 1:~ 言合は本人の印または署： 大正・昭和 • 平成・令和

上記世帯員のうち、申請者と異なる住所の方がいる場合、その）iの氏名及び住所をお科きください。

職業又は
在学校名

◎小学校 1年生 ・中学校 1年生で下記に該当する方のみと をしてください。

ロ 申請日現在、すでに申請児童 • 生徒の入学準備費を受給または申請中である（他都市での受給 ・申請を含む）
※横浜市では令和元年12月頃に支給しています。入学前に受給した方は、令和 2年度就学援助では人学準備喪が支給されません。

◎全員ご回答ください（該当する項目に乙 をしてください）

【申請理由 】□ 1. 現在、生活保護を受給している 【申請理由 1】

□ 2. 平成31年 4月以降、生活保護が停止または廃止になった 【申請理由 2】

□ 3. 児童扶養手当を受給または申請中である 【申請理由 3] 
※児堂手当 • 特別児蛮扶旋手当ではありません

□ 4 その他経済的に困っている（該当する下記項目に口をしてください） 【申請理由 4]

口 ひとり親家庭だが
児童扶養手当を受給できない

□ その他 ： 離職 ／ 死別 ／ 離婚

¢ （口基準を超える所得がある 口年金受給 □同居者がいる）

年 月）←当てはまるものに0をつけ日付を記入してください.............................................................................................. 
その他、就学援助を必要とする理山をお牡きください。

........................ 

l:!,11 生活保田俊廃止年月日等を、学校で記人してください。

◎この「ド諮害にご記入の内容については、就学援助事務にのみ使用させていただき、プライバシーには十分配廊して取扱います。


